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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前腹部と、後背部と、これらの間に位置し、前側股部と後側股部とこれらの間の中間部
を有する股部とから構成され、前腹部と後背部とが接合されることによりウェスト開口部
と一対の脚開口部とが形成されたおむつ本体と、
　前記股部に備えられた吸収性コアと、
　前記前側股部および／または前記後側股部の両脚開口縁に沿って設けられ、前記中間部
には設けられない第１弾性手段と、
　前記中間部に位置し、おむつ幅方向に両脚開口縁近傍まで延在するとともに、直線状の
側端部を有する第２弾性手段とを有することを特徴とする使い捨てパンツ型おむつ。
【請求項２】
　前記使い捨てパンツ型おむつは、さらに、前記中間部に、前記第２弾性手段に隣接する
とともにほぼ平行に配設され、側端部が脚開口縁に沿って上方に延びる第３弾性手段を少
なくとも１つ有し、脚開口縁近傍に第１弾性手段と第３弾性手段との間に非弾性領域が形
成されている請求項１に記載の使い捨てパンツ型おむつ。
【請求項３】
　前記第１弾性手段と前記第３弾性手段と前記非弾性領域は、股部を横切り両脚開口縁に
沿って弾性部材を連続的に設けて、脚開口縁近傍で切断することにより形成されたもので
ある請求項２に記載の使い捨てパンツ型おむつ。
【請求項４】
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　前記前側股部および前記後側股部の両脚開口縁に沿って第１弾性手段が設けられ、第３
弾性手段が第２弾性手段の前後側に各々隣接して設けられることにより、両脚開口縁近傍
に４つの非弾性領域が形成されている請求項２または３に記載の使い捨てパンツ型おむつ
。
【請求項５】
　前記第３弾性手段が、複数の弾性部材からなるものである請求項２～４のいずれか一項
に記載の使い捨てパンツ型おむつ。
【請求項６】
　前記第１弾性手段は、股部を横切り両脚開口縁に沿って連続的に設けられている請求項
１に記載の使い捨てパンツ型おむつ。
【請求項７】
　前記第２弾性手段の両側端部は、脚開口縁から１５ｍｍ以内の領域にある請求項１～６
のいずれか一項に記載の使い捨てパンツ型おむつ。
【請求項８】
　前記第１弾性手段と前記第２弾性手段の少なくとも１つが、複数の弾性部材からなるも
のである請求項１～７のいずれか一項に記載の使い捨てパンツ型おむつ。
【請求項９】
　前記使い捨てパンツ型おむつは、さらに、前記吸収性コアのおむつ幅方向両側縁部に沿
って設けられた立ち上がりフラップを有する請求項１～８のいずれか一項に記載の使い捨
てパンツ型おむつ。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、幼児用または大人用の使い捨てパンツ型おむつに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、脚開口縁に沿って弾性部材が配設された使い捨てパンツ型おむつが知られている
。例えば、特許文献１には、おむつの前側と後側に２つの弾性部材が、脚開口縁の全周に
存在するように配され、当該弾性部材は股下部で平行に配されるとともに脚開口部の周縁
部で互いに交差しない使い捨てパンツ型おむつが開示されている。特許文献２には、おむ
つの前腹部または後背部の側縁部から脚開口縁に沿って股下中心線の方向に、第１伸縮性
部分と第２非伸縮性部分と第３伸縮性部分と第４非伸縮性部分とがこの順番で設けられ、
第３伸縮性部分が股部を横断して設けられている使い捨てパンツ型おむつが開示されてい
る。特許文献３には、脚開口縁に沿って配されたレッグ弾性部材と、レッグ弾性部材およ
び吸収体と交差するように股部の幅方向に配置された吸収部弾性部材を有する使い捨てパ
ンツ型おむつが開示されている。
【特許文献１】特開平６－２９６６４３号公報
【特許文献２】国際公開第２００６／０００３０３号パンフレット
【特許文献３】特開２０００－１４００２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１～３には、おむつの前側と後側に設けられた２つの弾性部材が股下部で平行
に配された使い捨てパンツ型おむつが開示されている。しかし、２つの弾性部材が股下部
で間隔を空けて配される場合、２つの弾性部材間の脚開口縁では、脚開口縁がたるんでし
まう。また、２つの弾性部材が間隔を空けることなく配される場合においても、弾性部材
が股下部を横切って脚開口縁に沿って連続的に配されているため、股下部分では、おむつ
幅方向への伸縮力と脚開口縁方向への伸縮力とが合成され、脚開口縁をおむつ幅方向内側
に引っ張るように伸縮力が働きにくくなり、中間部の脚開口縁がたるんでしまう。そして
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、脚開口縁のたるみが生じると、おむつをはく際、足が脚開口縁に引っ掛かりやすくなり
、装着時に転倒等の危険が伴うおそれがある。また、このような使い捨てパンツ型おむつ
では、脚周りは十分締め付けられるものの、股部の吸収性コアが存在する部分のフィット
性は十分なものではない。
【０００４】
　本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、おむつをはく際に足が脚
開口縁に引っ掛かりにくく着用しやすく、股部のフィット性に優れる使い捨てパンツ型お
むつを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記課題を解決することができた本発明の使い捨てパンツ型おむつとは、前腹部と後背
部とこれらの間に位置する股部とから構成され、前腹部と後背部とが接合されることによ
りウェスト開口部と一対の脚開口部とが形成されたおむつ本体と、前記股部に備えられた
吸収性コアと、両脚開口縁の上方側に沿って設けられた第１弾性手段と、股部の前後方向
中間部に位置し、おむつ幅方向に両脚開口縁近傍まで延在するとともに、直線状の側端部
を有する第２弾性手段とを有しているところに特徴を有する。本発明の使い捨てパンツ型
おむつは、前記構成により、第２弾性手段が脚開口縁をおむつ幅方向内側に引っ張るよう
に作用し、中間部の脚開口縁のたるみを防止できるようになる。従って、おむつをはく際
に足が脚開口縁に引っ掛かりにくくなり、着用しやすいものとなる。また、第２弾性手段
の伸縮力により股部が着用者側に持ち上がるようになり、股部のフィット性に優れるもの
となる。
【０００６】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつは、さらに、股部の前後方向中間部に、前記第２弾性
手段に隣接するとともにほぼ平行に配設され、側端部が脚開口縁に沿って上方に延びる第
３弾性手段を少なくとも１つ有し、脚開口縁近傍に第１弾性手段と第３弾性手段との間に
非弾性領域が形成されていてもよい。脚開口縁近傍の第１弾性手段と第３弾性手段との間
に非弾性領域が形成されることにより、第１および第３弾性手段により着用者の脚周りが
締め付けられすぎるのが防止され、脚周りの着用感が向上する。好ましくは、両脚開口縁
の上方側に沿って４つの第１弾性手段が設けられ、２つの第３弾性手段が各々第２弾性手
段の前後側に隣接して設けられることにより、両脚開口縁近傍に４つの非弾性領域が形成
されている。
【０００７】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつは、また、第１弾性手段が、股部を横切り両脚開口縁
に沿って連続的に設けられていてもよい。前記構成による実施態様においても、中間部の
脚開口縁がたるまなくなり、はく際に足が脚開口縁に引っ掛かりにくくなるため、着用し
やすいものとなる。また、第２弾性手段の伸縮力により股部が着用者側に持ち上がるよう
になり、股部のフィット性に優れるものとなる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつは、おむつをはく際に足が脚開口縁に引っ掛かりにく
く、着用しやすい。また、本発明の使い捨てパンツ型おむつは、股部が着用者側に持ち上
がるようになり、股部のフィット性に優れるものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつは、前腹部と後背部とこれらの間に位置する股部とか
ら構成されたおむつ本体を有する。おむつ本体は、前腹部と後背部とが接合されることに
よりウェスト開口部と一対の脚開口部とが形成される。詳細には、前腹部と後背部とがお
むつ幅方向両側縁部において互いに接合されることにより、股部の両側に一対の脚開口部
が形成されるとともに、前腹部と後背部のおむつ前後方向両側縁部から形成されるウェス
ト開口部が形成される。
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【００１０】
　おむつ本体の各部の名称については、使い捨てパンツ型おむつを着用の際に、着用者の
腹側に当てる部分を前腹部と称し、着用者の尻側に当てる部分を後背部と称し、前腹部と
後背部との間に位置し着用者の股間に当てる部分を股部と称する。股部とは、使い捨てパ
ンツ型おむつの前腹部と後背部との接合を解いて、おむつ本体を平面に展開した状態で、
おむつ前後方向に３分割した中間に位置する部分であり、パンツ型に形成された場合にお
むつ幅方向両側縁部が接合されない部分を意味する。従って、脚開口部は、股部の両側に
のみ形成されることとなる。
【００１１】
　おむつ前後方向とは、使い捨てパンツ型おむつの前腹部から後背部にかけての方向を意
味する。おむつ幅方向とは、使い捨てパンツ型おむつと同一面上にあり、前記前後方向に
直交する方向を意味する。
【００１２】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつは、おむつ本体の股部に備えられた吸収性コアを有す
る。吸収性コアは、少なくとも股部に存在すればよく、さらに前腹部および／または後背
部とにかけて存在してもよい。
【００１３】
　吸収性コアが備わったおむつ本体の態様としては、例えば、液透過性のトップシートと
液不透過性のバックシートとの間に吸水性コアが挟み込まれた積層体からなり、この積層
体が前腹部と後背部とこれらの間に位置する股部とを有しているものが示される。前記ト
ップシートとしては、液透過性のものが好ましく、前記バックシートとしては、液不透過
性または撥水性のものが好ましい。
【００１４】
　吸収性コアが備わったおむつ本体の態様としては、また、内側シートと外側シートとか
らなる積層体が前腹部と後背部とこれらの間に位置する股部とからなるおむつ本体を形成
し、内側シートの着用者側の面に、液透過性のトップシートと液不透過性のバックシート
との間に吸水性コアが挟み込まれた吸収性本体が設けられているものであってもよい。こ
の場合、内側シートには、親水性または撥水性材料を用いることが好ましく、外側シート
には、撥水性材料を用いることが好ましい。
【００１５】
　吸収性コアは、尿等の排泄物を吸収できるものであれば特に限定されず、吸水性樹脂を
含んでいることが好ましい。吸収性コアは、例えば、粉砕したパルプ繊維やセルロース繊
維等の親水性繊維集合層に粒状の吸水性樹脂を混合したものを、ティッシュペーパーなど
の紙シートまたは液透過性不織布シート等の被覆シートで包み、長方形、砂時計型、ひょ
うたん型、羽子板型等の所定形状に成形することにより得られる。
【００１６】
　吸収性コアのおむつ幅方向両側縁部に沿って、立ち上がりフラップが設けられているこ
とが好ましい。立ち上がりフラップは、例えば、吸収性コアの上面の幅方向両側縁部に設
けられてもよく、吸収性コアの幅方向両外側に設けられてもよい。吸収性コアがトップシ
ートとバックシートとで挟み込まれる態様の場合、立ち上がりフラップは、例えばトップ
シートに接合される。立ち上がりフラップは、液不透過性のプラスチックフィルムや撥水
性不織布等により構成されることが好ましく、撥水性の不織布により構成されることがよ
り好ましい。立ち上がりフラップを設けることにより、尿等の横漏れを防ぐことができる
。
【００１７】
　立ち上がりフラップが立ち上がった状態の上側端部（着用者側の端部）には、立体用弾
性部材が設けられていることが好ましい。立体用弾性部材の収縮力により、着用者側に立
ち上がる立体ギャザーが形成され、尿等の横漏れが防止される。なお、立ち上がりフラッ
プのおむつ前後方向の端部は、内面が例えばトップシート上に接合されていてもよく、こ
れにより尿等の前後方向への漏れが防止される。
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【００１８】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつは、両脚開口縁の上方側に沿って設けられた第１弾性
手段を有する。第１弾性手段は、伸張状態でおむつ本体に接合されていることが好ましい
。また、第１弾性手段は、連続的に設けられても、断続的に設けられてもよいが、連続的
に設けられている方が好ましい。第１弾性手段により、着用者の脚周りに沿ったレッグギ
ャザーが形成され、股部からの尿等の排泄物の漏れが防止される。
【００１９】
　なお、上方とは、おむつがパンツに形成された状態における股部の底部からウェスト開
口部への方向を意味し、上方側とは、前記状態でのウェスト開口部側を意味する。一方、
下方とは、おむつがパンツに形成された状態におけるウェスト開口部から股部の底部への
方向を意味し、下方側とは、前記状態での股部の底部側を意味する。
【００２０】
　本発明では、おむつ本体の股部をおむつ前後方向に３分割し、股部の前腹部側を前側股
部、股部の後背部側を後側股部と称し、前側股部と後側股部との間を中間部と称する。こ
の場合、脚開口縁の上方側とは、前側股部および後側股部の脚開口縁を意味する。すなわ
ち、第１弾性手段は、前側股部および／または後側股部の両脚開口縁に沿って設けられて
いる、とも言える。
【００２１】
　第１弾性手段は、前腹部および／または後背部にも設けられていてもよい。好ましくは
、第１弾性手段は、前腹部と後背部との接合部分まで延在し、中間部を除く脚開口縁全体
に沿って設けられる。しかし、第１弾性手段は、中間部には設けられない。
【００２２】
　脚開口縁に設けられる第１弾性手段は、通常、脚開口縁から５ｍｍ以上内側に設けられ
、脚開口縁には余白が設けられることとなる。
【００２３】
　第１弾性手段は、１本の弾性部材からなっていても、複数の弾性部材からなっていても
よいが、第１弾性手段は、２本～１０本の弾性部材からなっていることが好ましい。第１
弾性手段が複数の弾性部材からなる場合、たとえ１本の弾性部材が切断したとしても、残
った弾性部材でレッグギャザーを維持できる。また、複数の弾性部材を並べて配設するこ
とにより、高い伸張力を維持しつつ、脚周りの着用感をソフトにすることができる。
【００２４】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつは、股部の前後方向中間部に位置し、おむつ幅方向に
両脚開口縁近傍まで延在するとともに、直線状の側端部を有する第２弾性手段を有する。
第２弾性手段は、伸張状態でおむつ本体に接合されていることが好ましい。
【００２５】
　第２弾性手段は、おむつ幅方向に両脚開口縁近傍まで延在するとともに、おむつ幅方向
に延びる直線状の側端部を有するため、股部の中間部において、脚開口縁をおむつ幅方向
内側に引っ張る力が働く。その結果、中間部の脚開口縁がたるまなくなる。従って、本発
明の使い捨てパンツ型おむつは、はく際に足が脚開口縁に引っ掛かりにくくなり、着用し
やすいものとなる。
【００２６】
　また、本発明の使い捨てパンツ型おむつは、第２弾性手段の伸縮力がおむつ幅方向に作
用するため、第２弾性手段がなければ股部が下方にたるみやすくなるところ、第２弾性手
段の伸縮力により股部が着用者側に持ち上がるようになり、股部のフィット性に優れるも
のとなる。
【００２７】
　第２弾性手段の両側端部は、脚開口縁から１５ｍｍ以内の領域にあることが好ましく、
１０ｍｍ以内の領域にあることがより好ましく、５ｍｍ以内の領域にあることがさらに好
ましい。第２弾性手段の両側端部が脚開口縁から１５ｍｍ以内の領域にあれば、中間部の
脚開口縁のたるみ防止効果が確実なものとなる。また、第２弾性手段は、第１弾性手段お
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よび後記する第３弾性手段よりも両脚開口縁近傍まで延在することが好ましい。なお、第
２弾性手段の両側端部は、脚開口縁から０．５ｍｍ以上の領域にあることが好ましい。第
２弾性手段の両側端部が脚開口縁から０．５ｍｍ以上の領域にあれば、第２弾性手段の伸
縮力により脚開口縁がおむつ幅方向内側に引っ張られても、脚開口縁がギザギザになりに
くくなり、肌触りがよくなる。
【００２８】
　第２弾性手段は、おむつ幅方向の両脚開口縁近傍に設けられている限り、連続的に設け
られても、断続的に設けられてもよい。しかし、中間部の脚開口縁をたるまないようにし
、股部を着用者側に持ち上げるという効果を最大限発揮させるためには、第２弾性手段が
連続的に設けられていることが好ましい。より好ましくは、第２弾性手段は、連続的に設
けられるとともに、全体がおむつ幅方向に延在する直線状に設けられる。
【００２９】
　第２弾性手段は、１本の弾性部材からなっていても、複数の弾性部材からなっていても
よいが、複数の弾性部材からなっている方が好ましい。第２弾性手段が複数の弾性部材か
らなる場合、各弾性部材は互いにほぼ平行に配設されることが好ましい。また、第２弾性
手段が複数の弾性部材からなる場合、各弾性部材間の間隔はほぼ均等であることが好まし
い。第２弾性手段を構成する各弾性部材が互いにほぼ平行に配設されていれば、第２弾性
手段の伸縮力が最大限発揮されるようになる。また、第２弾性手段を構成する複数の弾性
部材がほぼ均等の間隔で配設されていれば、股部の第２弾性手段が配設される領域で均等
に弾性力が働き、中間部の脚開口縁のたるみ防止効果が確実なものとなり、股部のフィッ
ト性も向上する。
【００３０】
　従って、第２弾性手段が複数の弾性部材からなる場合、各弾性部材は全体がおむつ幅方
向に延在する連続した直線状に設けられ、各弾性部材が互いにほぼ平行にほぼ均等の間隔
で配設されることが好ましい。
【００３１】
　第２弾性手段が複数の弾性部材からなる場合、第２弾性手段を構成する弾性部材の数は
、２本以上が好ましく、３本以上がより好ましく、また１０本以下が好ましく、５本以下
がより好ましい。第２弾性手段を構成する弾性部材の数が２本以上であれば、中間部の脚
開口縁がたるみにくくなり、股部のフィット性が改善されやすくなる。一方、第２弾性手
段を構成する弾性部材の数が１０本を超えても、第２弾性手段による効果は顕著に改善さ
れにくくなり、かえって製造が困難となり、製造コストも上がる。従って、第２弾性手段
を構成する弾性部材の数は１０本以下が好ましい。
【００３２】
　第２弾性手段が複数の弾性部材からなる場合、各弾性部材間の間隔は０．５ｍｍ以上が
好ましく、１ｍｍ以上がより好ましく、また１０ｍｍ以下が好ましく、７ｍｍ以下がより
好ましい。各弾性部材間の間隔が０．５ｍｍ以上であれば、弾性部材の配設間隔が密にな
りすぎず、股部の柔軟性が維持されるようになる。各弾性部材間の間隔が１０ｍｍ以下で
あれば、中間部の脚開口縁がたるみにくくなり、股部のフィット性が改善されやすくなる
。
【００３３】
　第２弾性手段が複数の弾性部材からなる場合、おむつ前後方向において、最前側の弾性
部材と最後側の弾性部材との間の長さは、０．５ｍｍ以上が好ましく、１ｍｍ以上がより
好ましく、また９０ｍｍ以下が好ましく、４０ｍｍ以下がより好ましい。最前側の弾性部
材と最後側の弾性部材との間の長さが０．５ｍｍ以上であれば、股部に第２弾性手段が配
設される領域が十分確保され、中間部の脚開口縁がたるみにくくなり、股部のフィット性
が改善されやすくなる。最前側の弾性部材と最後側の弾性部材との間の長さが９０ｍｍ以
下であれば、レッグギャザーが十分脚周りに形成されるようになり、股部からの尿等の排
泄物の漏れが防止しやすくなる。
【００３４】
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　第２弾性手段が第１弾性手段と隣接して設けられている場合、第２弾性手段は、第１弾
性手段と、おむつ前後方向に離間して設けられていることが好ましい。第２弾性手段の伸
縮力を最大限発現させるためには、第１弾性手段と第２弾性手段とは、接したり交差しな
い方が好ましい。
【００３５】
　第２弾性手段が第１弾性手段と隣接して設けられる場合において、第２弾性手段と第１
弾性手段との間隔は、特に限定されない。しかし、第２弾性手段と第１弾性手段との間隔
は、０．５ｍｍ以上が好ましく、１ｍｍ以上がより好ましく、また１０ｍｍ以下が好まし
く、７ｍｍ以下がより好ましい。第２弾性手段と第１弾性手段との間隔が０．５ｍｍ以上
であれば、第１弾性手段が、第２弾性手段が脚開口縁をおむつ幅方向内側に引っ張る力を
阻害しにくくなり、中間部の脚開口縁がたるみにくくなる。第２弾性手段と第１弾性手段
との間隔が１０ｍｍ以下であれば、第２弾性手段と第１弾性手段との間が空きすぎること
による脚開口縁のたるみが起こりにくくなる。なお、第２弾性手段と第１弾性手段との間
隔とは、両弾性部材間の最短の長さを意味する。
【００３６】
　第２弾性手段は、股部の前後方向中間部に位置するが、中間部とは、股部の前後方向の
真ん中に位置していてもよく、そうでなくてもよい。中間部は、股部の前側または後側に
偏在していてもよい。例えば、第２弾性手段が、股部の前側に偏在していれば、陰部付近
のフィット性を高め、尿等の漏れ防止効果が高めやすくなる。
【００３７】
　次に本発明の使い捨てパンツ型おむつの別の実施態様を説明する。本発明の使い捨てパ
ンツ型おむつは、さらに、股部の前後方向中間部に、第２弾性手段に隣接するとともにほ
ぼ平行に配設され、側端部が脚開口縁に沿って上方に延びる第３弾性手段を少なくとも１
つ有し、脚開口縁近傍に第１弾性手段と第３弾性手段との間に非弾性領域が形成されてい
てもよい。すなわち、第３弾性手段は、第２弾性手段の前側および／または後側に隣接し
て設けられるとともに、おむつ前後方向に、第１弾性手段と第２弾性手段との間に、各々
離間して設けられている。そして、第３弾性手段は、両側端部が脚開口縁に沿って上方に
設けられ、中間部分がおむつ幅方向に設けられている。
【００３８】
　第３弾性手段の側端部は、脚開口縁に沿って上方に延びているため、第３弾性手段の側
端部は、第１弾性手段と協同して着用者の脚周りに沿ったレッグギャザーを形成する。そ
の結果、股部からの尿等の排泄物の漏れが防止される。
【００３９】
　第３弾性手段のおむつ幅方向に配設される部分は、股部を着用者側に持ち上げ、股部の
フィット性を向上させるように作用する。また、第３弾性手段は、第２弾性手段と接触し
たり交差したりすることなく配設されるので、第２弾性手段の伸縮力が最大限発揮される
ようになる。
【００４０】
　第３弾性手段は、第２弾性手段と隣接してほぼ平行に配設される部分を少なくとも一部
有していればよいが、第３弾性手段は、第２弾性手段と隣接してほぼ平行に配設される部
分が多い方が好ましい。第３弾性手段のより多くの部分が、第２弾性手段と隣接してほぼ
平行に配設されていれば、第３弾性手段が第２伸縮部材と協同して股部を着用者側に持ち
上げる効果が高くなる。
【００４１】
　第３弾性手段のおむつ幅方向に配設される部分は、例えば、直線状で設けられてもよく
、第２弾性手段側に凸となる曲線状で設けられてもよく、これらを組み合わせた形状で設
けられてもよい。
【００４２】
　第３弾性手段のおむつ幅方向に配設される部分は、第２弾性手段とほぼ平行に配設され
る部分が多い方が好ましく、第２弾性手段は全体がおむつ幅方向に延在する直線状に設け
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られることが好ましいことから、第３弾性手段のおむつ幅方向に配設される部分は、おむ
つ幅方向に延在する直線状に設けられる部分が多い方が好ましい。第３弾性手段のおむつ
幅方向に配設される部分は、例えば、おむつ幅方向に延在する直線状の部分が、股部の幅
の１０％以上を占めることが好ましく、３０％以上を占めることがより好ましい。
【００４３】
　脚開口縁に設けられる第３弾性手段は、通常、脚開口縁から５ｍｍ以上内側に設けられ
、脚開口縁には余白が設けられることとなる。
【００４４】
　第３弾性手段は、伸張状態でおむつ本体に接合されていることが好ましい。また、第３
弾性手段は、連続的に設けられても、断続的に設けられてもよいが、連続的に設けられて
いる方が、脚周りのフィット性を確保し、股部のフィット性を向上できる点で、好ましい
。
【００４５】
　第３弾性手段は、１本の弾性部材からなっていても、複数の弾性部材からなっていても
よいが、第３弾性手段は、２本～１０本の弾性部材からなっていることが好ましい。第３
弾性手段が複数の弾性部材からなる場合、たとえ１本の弾性部材が切断したとしても、残
った弾性部材でレッグギャザーを維持でき、股部を着用者側へ持ち上げる効果が維持でき
る。また、複数の弾性部材を並べて配設することにより、高い伸張力を維持しつつ、脚周
りや股部の着用感をソフトにすることができる。
【００４６】
　第１弾性手段と第３弾性手段との間に形成された非弾性領域は、第１および第３弾性手
段が着用者の脚周りを締め付けすぎるのを防止し、脚周りの着用感を向上させる。一般に
、脚開口縁に沿って弾性部材を設ける場合、脚開口縁の一部に非弾性領域を設けると、股
部の下方側が着用者の肌面から離れやすくなり、股部のフィット性が劣るようになること
が懸念される。しかし、本発明では、第２弾性手段を設けているため、第１弾性手段と第
３弾性手段との間に非弾性領域を設けたとしても、股部のフィット性と脚周りの着用感を
同時に向上させることができる。
【００４７】
　脚開口縁近傍に第１弾性手段と第３弾性手段との間に形成される非弾性領域は、第２弾
性手段が配設されない脚開口縁近辺であれば、その形成箇所は特に限定されない。例えば
、第３弾性手段は、おむつ前後方向の長さが１５ｍｍ～８０ｍｍ（好ましくは、２０ｍｍ
～７５ｍｍ）となるように設けられることが好ましく、非弾性領域は前記のように位置決
めされた第３弾性手段の上方側に形成されることが好ましい。
【００４８】
　非弾性領域の長さ、すなわち第１弾性手段の下方側と第３弾性手段と上方側端部との間
の長さは、特に限定されないが、２０ｍｍ以上が好ましく、３０ｍｍ以上がより好ましく
、また６０ｍｍ以下が好ましく、５０ｍｍ以下がより好ましい。非弾性領域の長さが２０
ｍｍ以上であれば、脚周りの着用感が向上しやすくなり、非弾性領域の長さが６０ｍｍ以
下であれば、レッグギャザーが形成されない部分が広がりすぎず、適度にレッグギャザー
が形成されるようになる。
【００４９】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつは、好ましくは、両脚開口縁の上方側に沿って４つの
第１弾性手段が設けられ、２つの第３弾性手段が各々第２弾性手段の前後側に隣接して設
けられることにより、両脚開口縁近傍に４つの非弾性領域が形成されている。両脚開口縁
近傍に４つの非弾性領域が形成されていれば、左右の脚周りの前後で適度にレッグギャザ
ーが形成されるようになり、脚周りの着用感が向上する。
【００５０】
　第３弾性手段は第２弾性手段に隣接して配設されるが、第３弾性手段と第２弾性手段と
の間隔は、特に限定されない。しかし、第３弾性手段と第２弾性手段との間隔は、０．５
ｍｍ以上が好ましく、１ｍｍ以上がより好ましく、また１０ｍｍ以下が好ましく、７ｍｍ
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以下がより好ましい。第３弾性手段と第２弾性手段との間隔が０．５ｍｍ以上であれば、
弾性部材の配設間隔が密になりすぎず、股部の柔軟性が維持されやすくなる。第３弾性手
段と第２弾性手段との間隔が１０ｍｍ以下であれば、股部のフィット性が改善されやすく
なる。なお、第３弾性手段と第２弾性手段との間隔とは、両弾性部材間の最短の長さを意
味する。
【００５１】
　第２弾性手段が複数の弾性部材からなる場合、第３弾性手段と第２弾性手段との間隔は
、第２弾性手段の各弾性部材間の間隔より短い方が好ましい。第３弾性手段のおむつ幅方
向に配設される部分の長さは、第２弾性手段よりも短くなる場合が多く、この場合、第３
弾性手段は第２弾性手段よりもおむつ幅方向への伸縮力が弱くなる。しかし、第３弾性手
段と第２弾性手段との間の間隔を、第２弾性手段の各弾性部材間の間隔より短くすること
により、第３弾性手段と第２弾性手段とが協同して股部を着用者側に持ち上げ、股部のフ
ィット性を向上させやすくなる。
【００５２】
　非弾性領域を形成する方法は特に限定されない。例えば、非弾性領域は、第１弾性手段
と第３弾性手段を、おむつ前後方向に離間して別々に設けることにより、形成されてもよ
い。しかし、第１弾性手段と第３弾性手段と非弾性領域は、股部を横切り両脚開口縁に沿
って弾性部材を連続的に設けて、脚開口縁近傍で切断することにより形成されたものであ
ることが好ましい。このように非弾性領域を形成することにより、非弾性領域を容易に形
成することができるとともに、第１および第３弾性手段を製造上容易に配設できるように
なる。
【００５３】
　弾性部材を切断する方法は特に限定されず、例えば、カッターやはさみ等を用いて物理
的に切断する方法や、熱やレーザー光を用いて切断する方法が示される。弾性部材を切断
する方法としては、カッターで切断する方法が、簡便であり、好ましい。切断箇所は１箇
所であっても複数箇所であってもよい。また、複数箇所切断して、１つの非弾性領域を形
成してもよい。切断により非弾性領域が形成される限り、切断箇所の数は特に限定されな
い。好ましくは、弾性部材は、複数のカッターが取り付けられたロールを用いてドットカ
ットされる。
【００５４】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつは、上記のように、第１弾性手段と第２弾性手段が必
須的に配設され、第３弾性手段が必要に応じて配設されている。第２弾性手段は、中間部
の脚開口縁のたるみ防止効果と、股部を着用者側に持ち上げて、股部のフィット性を高め
る効果を有するが、中間部の脚開口縁のたるみ防止効果について下記に詳しく説明する。
【００５５】
　使い捨てパンツ型おむつが第２弾性手段を有さず、第１弾性手段が両脚開口縁の上方側
にのみ設けられている場合、第１弾性手段が設けられる脚開口縁は、これらの弾性部材の
脚開口縁方向の伸縮力により、脚開口縁はたるみにくい。しかし、第１弾性手段は、脚開
口縁をおむつ幅方向内側に引っ張る方向に伸縮力が働かないため、第１弾性手段が存在し
ない中間部では脚開口縁がたるんでしまう。
【００５６】
　使い捨てパンツ型おむつが第３弾性手段を有している場合でも、中間部の脚開口縁がた
るんでしまう。第３弾性手段は、側端部が脚開口縁に沿って上方に延びているため、第３
弾性手段がおむつ幅方向に配設される部分を有しているとしても、おむつ幅方向に配設さ
れる部分の脚開口縁近傍では、おむつ幅方向への伸縮力と側端部の脚開口縁方向への伸縮
力とが合成され、脚開口縁をおむつ幅方向内側に引っ張るようには伸縮力が働きにくい。
従って、第３弾性手段が設けられる態様においても、中間部の脚開口縁がたるんでしまう
。
【００５７】
　そこで、本発明の使い捨てパンツ型おむつでは、股部の中間部に、おむつ幅方向に延在
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する第２弾性手段が設けられている。第２弾性手段は、おむつ幅方向に両脚開口縁近傍ま
で延在するとともに、直線状の側端部を有しているため、中間部で脚開口縁をおむつ幅方
向内側に引っ張る伸縮力が働き、中間部の脚開口縁のたるみが防止される。従って、本発
明の使い捨てパンツ型おむつは、はく際に足が脚開口縁に引っ掛かりにくくなり、着用し
やすいものとなる。
【００５８】
　次に本発明の使い捨てパンツ型おむつのさらに別の実施態様を説明する。本発明の使い
捨てパンツ型おむつは、第１弾性手段が股部を横切り両脚開口縁に沿って連続的に設けら
れていてもよい。この場合、第３弾性手段は配設されないことが好ましい。
【００５９】
　第１弾性手段は、第２弾性手段の前側および／または後側に隣接して設けられることが
好ましい。より好ましくは、２つの第１弾性手段が、第２弾性手段の前後側に隣接して設
けられる。
【００６０】
　第１弾性手段が股部を横切る部分は、第２弾性手段に隣接するとともにほぼ平行に配設
されることが好ましい。第１弾性手段の股部を横切る部分の好ましい配設条件およびその
効果は、前記第３弾性手段（特に第３弾性手段のおむつ幅方向に配設される部分）の好ま
しい配設条件およびその効果と同じである。
【００６１】
　本実施態様の使い捨てパンツ型おむつも、中間部の脚開口縁がたるまなくなり、はく際
に足が脚開口縁に引っ掛かりにくくなるため、着用しやすいものとなる。また、第２弾性
手段の伸縮力により股部が着用者側に持ち上がるようになり、股部のフィット性に優れる
ものとなる。
【００６２】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつに配設される第１弾性手段および第２弾性手段、なら
びに必要に応じて配設される第３弾性手段は、２枚のシート間に接合されることが好まし
い。
【００６３】
　例えば、おむつ本体が、液透過性のトップシートと液不透過性のバックシートとの間に
吸水性コアが挟み込まれた積層体からなる場合、各弾性部材はトップシートとバックシー
トとの間に接合されることが好ましい。なお、吸収性コアが存在する部分では、各弾性部
材は、吸収性コアとバックシートとの間に配設されることが好ましい。この場合、各弾性
部材はバックシートには接合されていてもよいが、少なくとも第２弾性手段は吸収性コア
とは接合されなくてもよい。例えば、第１および第３弾性手段は、吸収性コアとバックシ
ートとに接合され、第２弾性手段は、バックシートに接合されるが、吸収性コアには接合
されない。第２弾性手段が吸収性コアと接合されなければ、第２弾性手段のおむつ幅方向
への収縮力が吸収性コアの剛性に妨げられなくなり、中間部の脚開口縁のたるみがより効
果的に防止される。
【００６４】
　例えば、おむつ本体が内側シートと外側シートとからなる積層体からなり、内側シート
の着用者側の面にトップシートとバックシートとの間に吸収性コアが挟み込まれた吸収性
本体が設けられている場合は、各弾性部材は内側シートと外側シートとの間に接合される
ことが好ましい。この場合、吸収性本体は、おむつ本体の少なくとも第２弾性手段が接合
されている部分には接合されなくてもよい。吸収性本体が、おむつ本体の第２弾性手段が
接合された部分に接合されなければ、第２弾性手段のおむつ幅方向への収縮力が吸収性コ
アの剛性に妨げられなくなり、中間部の脚開口縁のたるみがより効果的に防止される。
【００６５】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつには、第１～第３弾性手段以外に、ウェスト開口縁に
沿ってウェスト用弾性部材が設けられていてもよく、また前腹部や後背部のおむつ幅方向
に胴周り用弾性部材が設けられていてもよい。ウェスト用弾性部材により、着用者が寝て
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いる状態でも、背中側や腹部側からの尿等の排泄物の漏れが起こりにくくなる。胴周り用
弾性部材により、おむつの下腹部周りのフィット性が向上する。ウェスト用弾性部材や胴
周り用弾性部材も、第１～第３弾性手段と同様に、２枚のシート間に接合されることが好
ましい。
【００６６】
　各弾性部材は、ポリウレタン糸、ポリウレタンフィルム、天然ゴム等の通常使い捨てお
むつに用いられる弾性伸縮材料が用いることができる。各弾性部材は、シート上またはシ
ート間に、伸張状態で、ホットメルト接着剤、熱接着、超音波接着等の接合手段で添設さ
れることが好ましい。例えば、繊度１００～２，５００デシテックスのポリウレタン糸を
、倍率１．１～５．０倍に伸張して添設する。接合手段としては、好ましくは、ゴム系の
ホットメルト接着剤である。
【００６７】
　次に、本発明の使い捨てパンツ型おむつの一例について、図を参照して説明する。なお
、本発明は、下記実施態様に限定されるものではない。
【００６８】
　本発明の使い捨てパンツ型おむつの第１実施態様について、図１～図３を参照して説明
する。第１実施態様の使い捨てパンツ型おむつは、両脚開口縁の上方側に沿って設けられ
た第１弾性手段と、股部の前後方向中間部に位置し、おむつ幅方向に両脚開口縁近傍まで
延在するとともに、直線状の側端部を有する第２弾性手段とを有するものである。
【００６９】
　図１は、本発明の使い捨てパンツ型おむつの第１実施態様を表す。図２は、図１の使い
捨てパンツ型おむつの前腹部と後背部との接合を解いて、平面に展開した状態を表す。図
３は、図２のＡ－Ａ断面図を表す。図２では、矢印ｘをおむつ幅方向とし、矢印ｙをおむ
つ前後方向と定義付けている。また、矢印ｘ，ｙにより形成される面に対して垂直方向を
厚み方向ｚと定義付ける。
【００７０】
　使い捨てパンツ型おむつ１は、前腹部Ｐと後背部Ｑとこれらの間に位置する股部Ｒとか
ら構成されたおむつ本体２を有する。股部Ｒは、おむつ前後方向ｙに分割され、前腹部側
の前側股部ＲFと後背部側の後側股部ＲBとそれらの間の中間部ＲMとを有する。おむつ本
体２は、前腹部Ｐと後背部Ｑとが接合されることによりウェスト開口部３と一対の脚開口
部４とが形成されている。おむつ本体２は、内側シート５と外側シート６とからなる積層
体である。
【００７１】
　第１弾性手段１１は、前側股部ＲFおよび後側股部ＲBの両脚開口縁Ｅ、すなわち両脚開
口縁の上方側ＥUに沿って設けられている。第２弾性手段１２は、股部Ｒの前後方向中間
部ＲMに位置し、おむつ幅方向ｘに両脚開口縁Ｅ近傍まで延在するとともに、直線状の側
端部を有している。第１弾性手段１１、第２弾性手段１２は、内側シート５と外側シート
６との間に伸張状態で接合されている。
【００７２】
　ウェスト用弾性部材１３は、ウェスト開口縁７に沿って設けられている。胴周り用弾性
部材１４は、前腹部Ｐと後背部Ｑに、おむつ幅方向ｘに設けられている。ウェスト用弾性
部材１３、胴周り用弾性部材１４も、内側シート５と外側シート６との間に伸張状態で接
合されている。
【００７３】
　股部Ｒには、吸収性コア２１が備えられている（図３）。吸収性コア２１は、液透過性
のトップシート２２と液不透過性のバックシート２３との間に挟み込まれ、吸収性本体８
を形成している。吸収性本体８は、おむつ本体２の第２弾性手段１２が接合された部分（
図２では中間部ＲM）には接合されず、それ以外の部分でおむつ本体２に接合されている
。トップシート２２は、着用者の股部の肌に面するように配置され、尿等の排泄物を透過
する。トップシート２２を透過した排泄物は、吸収性コア２１により収容される。バック
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シート２３は、おむつ本体２の内側シート５に接合され、排泄物が外部へ漏れるのを防い
でいる。
【００７４】
　吸収性コア２１のおむつ幅方向ｘの両側縁部に沿って、立ち上がりフラップ２４が設け
られている。立ち上がりフラップ２４は、トップシート２２に固定部２５で接合され、お
むつ前後方向ｙに延在している。立ち上がりフラップ２４のおむつ幅方向ｘの内方端部に
は、立体用弾性部材１５が配設されている。立ち上がりフラップ２４は、立体用弾性部材
１５の収縮力により、トップシート２２の上方（着用者側）に立ち上がる立体ギャザーを
形成し、尿等の横漏れを防止する。なお、立ち上がりフラップ２４は、吸収性本体８の前
後端部で、内面がトップシート２２上に接合されており、これにより尿等の前後方向ｙの
外方への漏れが防止される。
【００７５】
　次に、本発明の使い捨てパンツ型おむつの第２実施態様について、図４および図５を参
照して、説明する。第２実施態様の使い捨てパンツ型おむつは、両脚開口縁の上方側に沿
って設けられた第１弾性手段と、股部の前後方向中間部に位置し、おむつ幅方向に両脚開
口縁近傍まで延在するとともに、直線状の側端部を有する第２弾性手段と、股部の前後方
向中間部に、第２弾性手段に隣接するとともにほぼ平行に配設され、側端部が脚開口縁に
沿って上方に延びる第３弾性手段を有するものである。
【００７６】
　図４は、本発明の使い捨てパンツ型おむつの第２実施態様を表す。図５は、図４の使い
捨てパンツ型おむつの前腹部と後背部との接合を解いて、平面に展開した状態を表す。な
お、下記において、第１実施態様と重複する部分の説明は省略する。
【００７７】
　第２実施態様は、第１実施態様に対し、さらに第３弾性手段を配設したものである。第
１弾性手段１１は、両脚開口縁の上方側ＥUに沿って設けられている。第２弾性手段１２
は、股部Ｒの前後方向中間部ＲMに位置し、おむつ幅方向ｘに両脚開口縁Ｅ近傍まで延在
するとともに、直線状の側端部を有している。第３弾性手段１６は、股部Ｒの前後方向中
間部ＲMに、第２弾性手段１２に隣接するとともにほぼ平行に配設され、側端部が脚開口
縁Ｅに沿って上方に延びており、脚開口縁Ｅの近傍に第１弾性手段１１と第３弾性手段１
６との間に非弾性領域１７が形成されている。第２実施態様では、両脚開口縁の上方側Ｅ

Uに沿って４つの第１弾性手段１１が設けられ、２つの第３弾性手段１６が各々第２弾性
手段１２の前後側に隣接して設けられることにより、両脚開口縁Ｅの近傍に４つの非弾性
領域１７が形成されている。
【００７８】
　なお、第２実施態様において、第２弾性手段１２を股部の前側に偏在させ、両脚開口縁
Ｅの形状を変えた態様（変形第２実施態様）を図６に示した。変形第２実施態様では、お
むつが着用者の前側のそけい部近傍をより少なく覆い、尻部はより多く覆うように、両脚
開口縁Ｅが形成されている。第２弾性手段１２を股部の前側に偏在させることで、陰部付
近のフィット性を高め、尿等の漏れ防止効果を高めやすくなる。また、変形第２実施態様
のように両脚開口縁Ｅを形成することで、尻部のフィット性を高め、着用者が足を動かし
やすくなる。
【００７９】
　次に、本発明の使い捨てパンツ型おむつの第３実施態様について、図７および図８を参
照して、説明する。図７は、本発明の使い捨てパンツ型おむつの第３実施態様を表す。図
８は、図７の使い捨てパンツ型おむつの前腹部と後背部との接合を解いて、平面に展開し
た状態を表す。なお、下記において、第１実施態様と重複する部分の説明は省略する。
【００８０】
　第３実施態様は、第１実施態様に対し、第１弾性手段１１が股部Ｒを横切り両脚開口縁
Ｅに沿って連続的に設けられたものである。第１弾性手段１１は、股部Ｒを横切り両脚開
口縁の上方側ＥUに沿って連続的に設けられている。第２弾性手段１２は、股部Ｒの前後
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方向中間部ＲMに位置し、おむつ幅方向ｘに両脚開口縁Ｅ近傍まで延在するとともに、直
線状の側端部を有している。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の使い捨てパンツ型おむつの第１実施態様を表す。
【図２】図１の使い捨てパンツ型おむつの前腹部と後背部との接合を解いて、平面に展開
した状態を表す。
【図３】図２におけるＡ－Ａ断面図である。
【図４】本発明の使い捨てパンツ型おむつの第２実施態様を表す。
【図５】図４の使い捨てパンツ型おむつの前腹部と後背部との接合を解いて、平面に展開
した状態を表す。
【図６】第２実施態様において、第２弾性手段を股部の前側に偏在させた態様を表す。
【図７】本発明の使い捨てパンツ型おむつの第３実施態様を表す。
【図８】図７の使い捨てパンツ型おむつの前腹部と後背部との接合を解いて、平面に展開
した状態を表す。
【符号の説明】
【００８２】
　１：　使い捨てパンツ型おむつ
　２：　おむつ本体
　５：　内側シート
　６：　外側シート
　８：　吸収性本体
　１１：　第１弾性手段
　１２：　第２弾性手段
　１６：　第３弾性手段
　１７：　非弾性領域
　２１：　吸収性コア
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